
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

四
〇
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
〇
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

四
〇
二

○
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
件

四
〇
三

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件

四
〇
三

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所
在
が
不
分

明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

四
〇
四

○
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
件

四
〇
四

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

四
〇
四

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

小
高
調
剤
薬
局

南
相
馬
市
小
高
区
東
町
三
―
一
―
一

平
成
二
九
年
四

月
一
日

も
ん
ま
整
形
外
科
医
院

同

市
小
高
区
大
町
一
―
四
〇
―
一

同

日

医
療
法
人
半
谷
医
院

同

市
小
高
区
上
町
二
―
五
〇

同

日

ほ
り
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

同

市
鹿
島
区
鹿
島
字
御
前
ノ
内
一
〇

同

日

六

医
療
法
人
大
高
内
科
ク
リ
ニ
ッ

須
賀
川
市
大
町
四
〇
三
―
九

同

日

ク

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
医
療
機
関
の
事
業

を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

医
療
法
人
慈
雲
会
本
田
ク
リ
ニ
ッ

須
賀
川
市
長
禄
町
六
五
―
一

平
成
二
九
年
三

ク

月
三
一
日

パ
ー
ム
調
剤
薬
局
新
地
店

相
馬
郡
新
地
町
駒
ケ
嶺
字
原
七
一
―
一

同

年
四

月
三
〇
日

大
黒
屋
薬
局

田
村
市
船
引
町
船
引
字
北
町
通
三
六
―
一

同

日

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の
事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称
事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

ベ
ー
ス
薬
局
南
相
馬
市
鹿
島

株
式
会
社
ベ
ー

郡
山
市
桑
野
三
―

平
成
二
九
年

居
宅
療
養

鹿
島
厚
生
病
区
横
手
字
川
原

ス
フ
ァ
ー
マ

一
一
―
七

オ

四
月
一
日

管
理
指
導

院
前
店

五
―
二

シ
ー

フ
ィ
ス
プ
ラ
ザ
二

介
護
予

〇
一
号

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

ほ
う
ら
い
薬
福
島
市
蓬
萊
町

一
般
社
団
法

福
島
市
蓬
萊
町

同

日

同

局

二
―
二
―
二

人
福
島
県
薬

二
―
二
―
二

剤
師
会

有
限
会
社
し
同

市
岡
部
字

有
限
会
社
し

同

市
岡
部
字
中

同

日

同

ら
さ
か
薬
局
中
川
原
一
―
六

ら
さ
か
薬
局

川
原
一
―
六

ベ
ー
ス
薬
局
同

市
野
田
町

株
式
会
社
ベ
ー

郡
山
市
桑
野
三
―

同

日

同

三
河
台
店

二
―
四
―
二
五

ス
フ
ァ
ー
マ

一
一
―
七

オ

シ
ー

フ
ィ
ス
プ
ラ
ザ
二

〇
一
号

ベ
ー
ス
薬
局
同

市
宮
下
町

同

同

同

日

同

宮
下
町
店

一
五
―
二
三

タ
カ
ノ
ビ
ル
一

階

ベ
ー
ス
薬
局
同

市
大
森
字

同

同

同

日

同

大
森
店

坿
七
九
―
五

西
中
央
薬
局
同

市
西
中
央

同

同

同

日

同

一
―
一
二
―
二

ベ
ー
ス
薬
局
岩
瀬
郡
鏡
石
町

同

同

同

同

鏡
石
店

本
町
二
〇
一

月
二
八
日

鶴
ケ
岡
薬
局
伊
達
市
梁
川
町

同

同

同

年

同

字
内
町
四
六

五
月
一
日

高
越
薬
局

二
本
松
市
藤
之

同

同

同

日

同

前
三
三
―
一

ベ
ー
ス
薬
局
同

市
油
井

同

同

同

日

同

油
井
店

字
福
岡
二
一
―

二

ベ
ー
ス
薬
局
同

市
本
町

同

同

同

日

同

本
町
店

二
―
七
八

三

浦
ビ
ル
一
階

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

小
名
浜
加
入
区
の
指
定
漁
船
所
有
者
か
ら
、
そ
の
所
有
す
る
指
定
漁
船
の
全
部
を
普
通
損
害
保
険
に
付

す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
水

産

課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
四
倉
町
上
仁
井
田
字
東
山
一
三
四
の
四
六
か
ら
一
三
四
の
五
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
森
林
保
全
課
）
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成29年７月21日 金曜日 福 島 県 報 第2918号404
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知

の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

富
岡
福
太
郎

古
川
嘉
勝
太

富
岡
保
三

八
代
栄
次

布
施
宗
𠮷

玉
橋
重
俊

高
木
馬
之
助

蛭
田
文
次
郎

古
川
林
三
郎

古
川
幸
之
助

蛭
田
茂
三
郎

宮
川
夘
之
𠮷

佐
藤
治
平

猪

狩
清
一
郎

蛭
田
重
次

鈴
木
倉
之
介

蛭
田
彌
助

布
施
宗
太
郎

古
川
清
次

佐
藤
鉄
五
郎

會
川
熊
次

八
代
鉄
藏

佐
藤
廣
記

八
代
貞
𠮷

古
川
権
左
衛
門

佐
藤
丑
太
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
た
こ
と
。

２

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
、
指
定
さ
れ
た
目
的
及
び
解
除
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
件
（
平
成
二
十
九
年
福
島
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

双
葉
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

双
葉
都
市
計
画
一
団
地
の
復
興
再
生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
事
業

中
野
地
区
一
団
地
の
復
興
再

生
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

双
葉
郡
双
葉
町
の
う
ち
、
大
字
中
野
字
宮
ノ
脇
、
高
田
、
谷
地
前
及
び

江
又
の
一
部
の
区
域

大
字
中
野
字
深
町
、
竹
ノ
花
、
舘
ノ
内
、
塚
ノ
前
、
堂
ノ
前
及
び
原
田

の
全
部
の
区
域

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公

告

公 告 第 １ ６ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 模 擬 プ ラ ン ト 用 ロ ボ ッ ト シ ミ ュ

レ ー タ 開 発 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公
共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以
下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第
274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 29年 ７ 月 21日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
模 擬 プ ラ ン ト 用 ロ ボ ッ ト シ ミ ュ レ ー タ 開 発 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 商 工 労 働 部 産 業 振 興 総 室 産 業 創 出 課 ロ ボ ッ ト 産 業 推 進 室 福 島 県 福 島 市 杉 妻

町 ２ 番 16号
３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日

平 成 29年 ６ 月 19日
４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所

模 擬 プ ラ ン ト 用 ロ ボ ッ ト シ ミ ュ レ ー タ 開 発 業 務 共 同 企 業 体 福 島 県 い わ き 市 内 郷 御
厩 町 三 丁 目 168番 地

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
14 7 , 0 0 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 産 業 創 出 課 ロ ボ ッ ト 産 業 推 進 室 ）


